
○微生物を利用して汚染した土壌の浄化を行うバイオレ
メディエーションは、低コストかつ環境負荷が低い処
理技術として今後の利用拡大が期待されています。

○当省では微生物の安全性等確認すべき事項を定めた
「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」
を策定していますが、今後バイオレメディエーション
の普及を拡大していくためには、より具体的かつ定量
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的な評価手法等を規定していく必要があります。この
ため、本事業では、生態系に対する標準的な安全性評
価手法等の開発・実証を行い、その成果を指針に反映
させます。

○具体的には、バイオレメディエーションに利用する微
生物の安全性を評価する手法や環境中に存在する微生
物群を包括的にモニタリングするための手法を、大
学・研究機関、企業、関係省庁連携の下開発します。
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※平成23年度よりＮＥＤＯ交付金事業から国の直執行事業に移管


